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令和６年度  五條市国民健康保険特別会計予算  

 

令和６年度五條市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。  

（歳入歳出予算）  

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4,003,400千円と定める。  

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入歳出予算」による。  

（債務負担行為）  

第２条  地方自治法第２１４条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第２表   

債務負担行為」による。  

（一時借入金）  

第３条  地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、 500,000千円と定める。  

（歳出予 算 の 流 用 ）  

第４条  地 方 自 治 法 第 ２ ２ ０ 条 第 ２ 項 た だ し 書 の 規 定 に よ り 歳 出 予 算 の 各 項 の 経 費 の 金 額 を 流 用 す る

こ と が で き る 場合は、次のとおりと定める。  

（ １ ）  保 険 給 付 費 の 各 項 に 計 上 し た 予 算 額 に 過 不 足 を 生 じ た 場 合 に お け る 同 一 款 内 で の こ れ の 経 費

の 各 項 の 間 の 流 用 。  

 

令和６年２月２９日提出             

五  條  市  長   平  岡   清  司  
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第　１　表　　　　　歳　入　歳　出　予　算

  歳  入 (単位：千円)

款 項

 1 国 民 健 康 保 険 税 ７１５，８１３  

 1 国 民 健 康 保 険 税 ７１５，８１３  

 2 使 用 料 及 び 手 数 料 ４００  

 1 手 数 料 ４００  

 3 国 庫 支 出 金 １，９１３  

 1 国 庫 補 助 金 １，９１３  

 4 県 支 出 金 ２，８９９，７４２  

 1 県 補 助 金 ２，８９９，７４１  

 2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金 １  

 5 連 合 会 支 出 金 ４２１  

 1 連 合 会 補 助 金 ４２１  

 6 財 産 収 入 １  

 1 財 産 運 用 収 入 １  

 7 繰 入 金 ３７０，００３  

 1 他 会 計 繰 入 金 ３７０，００３  

 8 繰 越 金 １００  

 1 繰 越 金 １００  

 9 諸 収 入 １５，００６  

 1 延 滞 金 ８，５００  

 2 受 託 事 業 収 入 １  

 3 雑 入 ６，５０５  

金 額



10 市 債 １  

 1 財 政 安 定 化 基 金 貸 付 金 １  

４，００３，４００  歳 入 合 計
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  歳  出 (単位：千円)

款 項

 1 総 務 費 ７３，３０１  

 1 総 務 管 理 費 ５５，６０４  

 2 徴 税 費 １１，４４５  

 3 運 営 協 議 会 費 ２５１  

 4 医 療 費 適 正 化 特 別 対 策 費 ６，００１  

 2 保 険 給 付 費 ２，８７４，７８１  

 1 療 養 諸 費 ２，４６７，５４２  

 2 高 額 療 養 費 ３９６，０９５  

 3 移 送 費 １００  

 4 出 産 育 児 諸 費 ９，００４  

 5 葬 祭 諸 費 １，７４０  

 6 傷 病 手 当 金 ３００  

 3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金 １，００３，２２８  

 1 医 療 給 付 費 分 ６５７，５９１  

 2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分 ２５０，６３４  

 3 介 護 納 付 金 分 ９５，００３  

 4 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 １  

 1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 １  

 5 保 健 事 業 費 ４４，９７７  

 1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費 ３３，３１９  

 2 保 健 事 業 費 １１，６５８  

金 額



 6 諸 支 出 金 ２，１１１  

 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 ２，１１０  

 2 療 養 費 等 指 定 公 費 立 替 金 １  

 7 公 債 費 １  

 1 公 債 費 １  

 8 予 備 費 ５，０００  

 1 予 備 費 ５，０００  

４，００３，４００  歳 出 合 計

- 5 -



- 6 -

（単位：千円）

事 項

国民健康保険特定健康診査（集団健診）

第　２　表　　　債　務　負　担　行　為

期 間 限 度 額

令 和 ６ 年 度 ～ 令 和 ７ 年 度   ６ , ０ ０ ０



 

 

 

令 和 ６ 年 度 

 

 

 

 

墓 地 事 業 特 別 会 計 予 算 書 

 

 

 

 

 

 

五 條 市 
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令和６年度  五條市墓地事業特別会計予算  

 

 

 

令和６年度五條市の墓地事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。  

（歳入歳出予算）  

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3,800 千円と定める。  

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入歳出予算」による。  

 

 

 

 

 

令和６年２月２９日提出             

五  條  市  長   平  岡   清  司  
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第　１　表　　　　　歳　入　歳　出　予　算

  歳  入 (単位：千円)

款 項

 1 使 用 料 及 び 手 数 料 １，８０９  

 1 使 用 料 １，８０９  

 2 繰 入 金 １，９９１  

 1 他 会 計 繰 入 金 １，９９１  

３，８００  

  歳  出 (単位：千円)

款 項

 1 墓 地 事 業 費 ３，８００  

 1 墓 地 事 業 費 ３，８００  

３，８００  

金 額

歳 入 合 計

金 額

歳 出 合 計



 

 

 

令 和 ６ 年 度 

 

 

 

 

介 護 保 険 特 別 会 計 予 算 書 

 

 

 

 

 

 

五 條 市 
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令和６年度  五條市介護保険特別会計予算  

 

 

令和６年度五條市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。  

（歳入歳出予算）  

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4,117,800千円と定める。  

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入歳出予算」による。  

（一時借入金）  

第２条  地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、 200,000千円と定める。  

（歳出予算の流用）  

第３条  地 方 自 治 法 第 ２ ２ ０ 条 第 ２ 項 た だ し 書 の 規 定 に よ り 歳 出 予 算 の 各 項 の 経 費 の 金 額 を 流 用 す る

こ と が で き る 場 合 は 、 次 の と お り と 定 め る 。  

（ １ ）  保 険 給 付 費 の 各 項 に 計 上 し た 予 算 額 に 過 不 足 を 生 じ た 場 合 に お け る 同 一 款 内 で の こ れ の 経 費

の 各 項 の 間 の 流 用 。  

 

 

  

令和６年２月２９日提出             

五  條  市  長   平  岡   清  司  
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第　１　表　　　　　歳　入　歳　出　予　算

  歳  入 (単位：千円)

款 項

 1 介 護 保 険 料 ７３７，９２１  

 1 介 護 保 険 料 ７３７，９２１  

 2 使 用 料 及 び 手 数 料 １１３  

 1 手 数 料 １１３  

 3 国 庫 支 出 金 １，００２，７８６  

 1 国 庫 負 担 金 ６７２，６４９  

 2 国 庫 補 助 金 ２７３，１６２  

 3 国 庫 交 付 金 ５６，９７５  

 4 県 支 出 金 ５９９，３３４  

 1 県 負 担 金 ５７１，５８８  

 2 県 交 付 金 ２７，７４６  

 5 支 払 基 金 交 付 金 １，０５３，６２９  

 1 支 払 基 金 交 付 金 １，０５３，６２９  

 6 財 産 収 入 １  

 1 財 産 運 用 収 入 １  

 7 繰 入 金 ６９５，０６３  

 1 他 会 計 繰 入 金 ６４５，０９９  

 2 基 金 繰 入 金 ４９，９６４  

 8 繰 越 金 ２  

 1 繰 越 金 ２  

 9 諸 収 入 ２８，９５１  

金 額



 1 延 滞 金 １０  

 2 雑 入 ２８，９４１  

４，１１７，８００  歳 入 合 計
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  歳  出 (単位：千円)

款 項

 1 総 務 費 ８５，３７６  

 1 総 務 管 理 費 ８５，３７６  

 2 保 険 給 付 費 ３，８２８，４２４  

 1 給 付 諸 費 ３，７０９，０８２  

 2 審 査 支 払 手 数 料 ４，０１２  

 3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費 １１５，３３０  

 3 地 域 支 援 事 業 費 １９８，６９７  

 1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費 ９２，１５９  

 2 一 般 介 護 予 防 事 業 費 １，８０８  

 3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 １０４，５１１  

 4 そ の 他 諸 費 ２１９  

 4 保 健 福 祉 事 業 費 ３，５２８  

 1 保 健 福 祉 事 業 費 ３，５２８  

 5 基 金 積 立 金 １  

 1 基 金 積 立 金 １  

 6 諸 支 出 金 ７７４  

 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 ７７４  

 7 予 備 費 １，０００  

 1 予 備 費 １，０００  

４，１１７，８００  

金 額

歳 出 合 計



 

 

 

令 和 ６ 年 度 

 

 

 

 

大 塔 診 療 所 特 別 会 計 予 算 書 

 

 

 

 

 

 

五 條 市 
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令和６年度  五條市大塔診療所特別会計予算  

 

 

 

令和６年度五條市の大塔診療所特別会計の予算は、次に定めるところによる。  

（歳入歳出予算）  

第１条   歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 41,000 千円と定める。  

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入歳出予算」による。  

（一時借入金）  

第２条   地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、 5,000 千円と定める。  

 

 

 

 

令和６年２月２９日提出             

五  條  市  長   平  岡   清  司  
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第　１　表　　　　　歳　入　歳　出　予　算

  歳  入 (単位：千円)

款 項

 1 使 用 料 及 び 手 数 料 １２，５０２  

 1 使 用 料 １２，５０２  

 2 国 庫 支 出 金 ８，０００  

 1 国 庫 補 助 金 ８，０００  

 3 県 支 出 金 ６，２０４  

 1 県 補 助 金 ６，２０４  

 4 繰 入 金 １４，２９４  

 1 他 会 計 繰 入 金 １４，２９４  

４１，０００  

  歳  出 (単位：千円)

 1 総 務 費 ４０，２２６  

 1 総 務 管 理 費 ４０，２２６  

 2 公 債 費 ７７４  

 1 公 債 費 ７７４  

４１，０００  

金 額

歳 入 合 計

歳 出 合 計

款 項 金 額



 

 

 

令 和 ６ 年 度 

 

 

 

 

農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 予 算 書 

 

 

 

 

 

 

五 條 市 
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令和６年度  五條市農業集落排水事業特別会計予算  

 

 

令和６年度五條市の農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。  

（歳入歳出予算）  

第１条   歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3,200 千円と定める。  

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入歳出予算」による。  

（一時借入金）  

第２条   地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、 1,000 千円と定める。  

 

 

 

 

令和６年２月２９日提出             

五  條  市  長   平  岡   清  司  
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第　１　表　　　　　歳　入　歳　出　予　算

  歳  入 (単位：千円)

款 項

 1 使 用 料 及 び 手 数 料 １，３３２  

 1 使 用 料 １，３３２  

 2 繰 入 金 １，８６８  

 1 他 会 計 繰 入 金 １，８６８  

３，２００  

  歳  出 (単位：千円)

款 項

 1 総 務 費 ２，３８１  

 1 総 務 管 理 費 ２，３８１  

 2 公 債 費 ８１９  

 1 公 債 費 ８１９  

３，２００  

金 額

歳 入 合 計

金 額

歳 出 合 計



 

 

 

令 和 ６ 年 度 

 

 

 

 

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 予 算 書 

 

 

 

 

 

 

五 條 市 
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令和６年度  五條市後期高齢者医療特別会計予算  

 

令和６年度五條市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。  

（歳入歳出予算）  

第１条   歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 598,800 千円と定める。  

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入歳出予算」による。  

（債務負担行為）  

第２条  地方自治法第２１４条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第２表  

債務負担行為」による。  

（一時借入金）  

第３条  地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、 100,000 千円と定める。  

 

 

令和６年２月２９日提出             

五  條  市  長   平  岡   清  司  
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第　１　表　　　　　歳　入　歳　出　予　算

  歳  入 (単位：千円)

款 項

 1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 ３８１，７４６  

 1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 ３８１，７４６  

 2 使 用 料 及 び 手 数 料 ５０  

 1 手 数 料 ５０  

 3 繰 入 金 ２０３，７６１  

 1 他 会 計 繰 入 金 ２０３，７６１  

 4 繰 越 金 １  

 1 繰 越 金 １  

 5 諸 収 入 １３，２４２  

 1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料 ５１  

 2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 １，７００  

 3 雑 入 １１，４９１  

５９８，８００  

金 額

歳 入 合 計



  歳  出 (単位：千円)

款 項

 1 総 務 費 ３２，６５３  

 1 総 務 管 理 費 ２８，７１２  

 2 徴 収 費 ３，９４１  

 2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 ５５２，９２４  

 1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 ５５２，９２４  

 3 保 健 事 業 費 １１，５２３  

 1 健 康 保 持 増 進 事 業 費 １１，５２３  

 4 諸 支 出 金 １，７００  

 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 １，７００  

５９８，８００  

金 額

歳 出 合 計
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（単位：千円）

事 項

後期高齢者医療健康診査（集団健診）

第　２　表　　　債　務　負　担　行　為

期 間 限 度 額

令 和 ６ 年 度 ～ 令 和 ７ 年 度   １ , ２ ５ ０


